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メキシコ・レポート

今回のテーマ

トランプ米大統領は、米国の労働者にとって有利なものとす
るため、NAFTA（北米自由貿易協定）の条項変更を行う意
向を主張してきました。米国の大手自動車メーカーは米国
内で販売する人気車種の多くをメキシコから輸入しており、
今後の北米経済を見通すうえでNAFTA再交渉の行方が重
要となります。

当社では、NAFTA再交渉は「ソフトランディング」シナリオを
想定し、NAFTA脱退やメキシコからの輸入品への関税の大
幅引き上げの実現可能性は高くないと考えています。ここで
のソフトランディングは、「現地調達比率の引き上げ」と「米
国内での調達比率の付加条項追加」が交渉の着地点となり
ます。NAFTAの枠組みを維持し、メキシコ・米国間の貿易関
係は継続する展開です。

まず、１つ目の着地点である「現地調達比率」について見て
いきましょう。物品の原産地（国籍）を決めるルールを原産
地規則といい、この規則を基準に、ある物品に占める原材
料や部品の原産地の割合を「現地調達比率」といいます。
現在もNAFTA域内で関税の免除を受けるためには（NAFTA
域内の）現地調達比率の基準を上回る必要があります。

次に、２つ目の着地点である「米国内での調達比率」ですが、
これは原産地規則の基準で米国が原産地となる割合です。

この比率の引き上げによって米国での生産増加が見込め
ます。

当社が「ソフトランディング」シナリオを想定する根拠は以下
の通りです。

①：NAFTA脱退やメキシコからの輸入品への関税の大幅引
き上げは米国にも多大なリスク（メキシコによる報復措
置、WTOルールへの抵触）を伴う。

②：現地調達比率の引き上げはNAFTA域内に大きなメリッ
トが見込めることから、米国にとっても受け入れやすい。

③：米国内での調達比率の付加条項の追加はメキシコに
とっては不利に働くように見えるものの、米国内での調
達比率が過度に高くならなければ受け入れ可能な条件
である（NAFTAを維持しつつ両国間の関税は優遇的な
水準を維持できメキシコ進出企業も生産を継続しやすく
なるため）。

よって、トランプ政権が打ち出すNAFTA脱退や輸入品への
関税引き上げなどの「ハードランディング」につながりうる選
択肢は、交渉を有利に進めるための材料にすぎないと考え
られます。

ＮＡＦＴＡ再交渉
の行方
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現地調達⽐率 ⽶国内での調達⽐率の付加条項

※⾃動⾞・トラックの場合（イメージ図）

＜費⽤の内訳＞

NAFTA域内での⽣産

（現地調達⽐率）

費⽤全体の62.5％以上
の場合、関税はゼロ

⽶国内での⽣産⼀定以上の割合の場合、
関税はゼロ

＜費⽤の内訳＞

（出所）各種資料より⼤和住銀投信投資顧問作成


